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※ 1　実際に納付する年間保険料は100円未満切り捨て。第1～3段階の基準額に対する割合については、公費
により第１段階は0.455から 0.285、第２段階は0.65から 0.45、第３段階は0.69から 0.685に軽減。

※ 2　合計所得金額 … 年金所得や給与所得、事業所得などの合計で、社会保険料、扶養などの控除額を引く
前の金額。前年から繰り越された「損失の繰越控除」は適用しない。土地や建物などの譲渡所得に係る
特別控除は差し引く。
「その他の合計所得金額」とは合計所得金額から年金所得を引いた額で、給与所得が含まれている場合は、
「所得金額調整控除」適用の有無により次のとおり取り扱う。
・適用あり … 給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えてから 10万円を差し引いた金額で算定
・適用なし … 給与所得の金額から 10万円を差し引いた金額で算定
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段階 対象者の課税状況・所得状況 年間保険料(※1)

1
生活保護被保護者、老齢福祉年金受給者で世帯全員の市民税が非課税の人

1万9083円（基準額×0.285）

世帯全員の市民税が
非課税で 本人の公的年金等の

収入金額とその他の
合計所得金額(※2)と
の合計金額が

80万円以下

2 80万1円以上120万円以下 3万132円（基準額×0.45）

3 120万1円以上 4万5867円（基準額×0.685）

4 本人の市民税が非課税
かつ世帯の中に市民税
課税者がいて

80万円以下 5万6916円（基準額×0.85）

5 80万1円以上 6万6960円（基準額）

6

本人が市民税課税者で 合計所得金額が

120万円未満 7万7004円（基準額×1.15）

7 120万円以上210万円未満 8万3700円（基準額×1.25）

8 210万円以上320万円未満 10万440円（基準額×1.5）

9 320万円以上400万円未満 10万7136円（基準額×1.6）

10 400万円以上600万円未満 11万3832円（基準額×1.7）

11 600万円以上800万円未満 12万3876円（基準額×1.85)

12 800万円以上1000万円未満 13万3920円（基準額×２）

13 1000万円以上1500万円未満 14万7312円（基準額×2.2）

14 1500万円以上2000万円未満 16万704円（基準額×2.4）

15 2000万円以上 17万4096円（基準額×2.6）

令和6～8年度

6万6960円

2568円減2568円減

介護保険料基準額（年額）介護保険料基準額（年額）

所得段階別保険料所得段階別保険料

　高齢化とともに要支援・要介護認定者が増加し、介護ニーズが加速する中で、今後も介護給付費などの大幅
な増加が見込まれていますが、介護給付費準備基金を活用し、保険料の増加抑制を図りながら、介護保険制度
の安定的な財政運営に努めていきます。

保険料の納め方保険料の納め方
年金額 18万円以上 (年額 )の人 … 年金から天引き (特別徴収 )
年金額 18万円未満 (年額 )の人 … 納付書による納付か口座振替 (普通徴収 )
※ 65歳になったばかりの人や市内に転入したばかりの人は、しばらくの間、普通徴収での納付になります。

広報春日井 令和 6 年 7 月号広報春日井 令和 6 年 7 月号 6


